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D-495 皮内反応検査「21箇所以内」（メトトレキサート製剤（リウマトレッ

クスカプセル等）投与前） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、メトトレキサート製剤（リウマトレックスカプセル等）投

与前に実施するツベルクリン反応検査として実施する皮内反応検査「21

箇所以内」の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 リウマトレックスカプセルの添付文書の【重要な基本的注意】に「本剤

投与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部 X 線検査に加え、イン

ターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部 CT

検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。」と記載され

ている。 

 したがって、メトトレキサート製剤（リウマトレックスカプセル等）投

与前に実施する皮内反応検査「21 箇所以内」の算定は原則認められると

整理した。 

 


